
最低賃金に関する特設サイト     
https://www.saiteichingin.mhlw.go.jp

島根県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイトを含む）と
その使用者に適用されます

お問い合わせ 島根労働局労働基準部賃金室 TEL 0852-31-1158

松江労働基準監督署
TEL ０８５２-３１-１１６５

出雲労働基準監督署
TEL ０８５３-２１-１２４０

益田労働基準監督署
TEL ０８５６-２２-２３５１

浜田労働基準監督署
TEL ０８５５-２２-１８４０

最 低 賃 金 制 度 検索

島根労働局公式キャラクター
「 しじろー 」

特定最低賃金件名 時間額 効力発生日

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 １,１６３円 R7.12.13

はん用機械器具、生産用機械器具、
業 務 用 機 械 器 具 製 造 業 １,１３４円 R7.12.19

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 １,０５８円 R7.12.14

自 動 車 ・ 同 附 属 品 製 造 業 １,０９４円 R7.12.28

百 貨 店 ， 総 合 ス ー パ ー
次回の改定が行われるまで、令和7年11月17日
から島根県最低賃金1,033円が適用されます。

自 動 車 （ 新 車 ） 小 売 業 １,０６９円 R7.11.26

働き方改革推進支援センター

島根働き方改革推進支援センター
0120-514-452
（受付時間 平日 9:00～17:00）

労務管理等の専門家が企業の「働き
方改革」や賃金引き上げなどを無料
で支援します！

詳しくはこちら

島根県よろず支援拠点

詳しくはこちら
中小企業・小規模事業者等
が抱える経営課題に無料で
相談対応します！
松江オフィス
0852-60-5103
浜田サテライトオフィス
0855-24-9301

経営改善・働き方改革等に向けた相談先
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